
医療費のお知らせをお送りします
　当組合では、組合員の皆様に医療機関等の受診状況をお知らせし、医療費に対する認識・理解を深めていただき、無駄のな
い受診を心がけていただくために、年２回「医療費通知書」を作成しています。
　今回は、平成 28 年１月診療分から６月診療分の６か月間の医療費をお知らせいたします。
　９月中旬に配付いたしますので、皆様の健康管理にお役立ていただくとともに、医療費の節減にご協力をお願いいたします。

●医療費通知書の内容（医療機関・診療区分ごとに表示しています。）

医 療 費 通 知 書

〈再発行はしませんので、大切に保管ください。〉

受診者氏名
診療
年月

日
数

診療区分・
給付種別

医療費
総額

法定
給付額

公費
負担額

自己
負担額

家族療養費
附加金等

高額
療養費

支給額

共済�太郎
共済�花子
共済�花子
共済�花子
共済�一郎

28
28
28
28
28

2
4
4
4
5

10
1
2
2
1

医科入院
医科入院外
医科入院外
調剤
歯科入院外

250,000
　50,000
��80,000
��30,000
　10,000

175,000
�35,000
�56,000
�21,000
　7,000

�75,000
��15,000
　24,000
���9,000
　�3,000

50,000

��5,818
��2,182

50,000

�5,818
�2,182

合　　　　　　計 �420,000 294,000 �126,000 �58,000 58,000

① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨③

組合員とその被扶養者の医療費は次のとおりです。
※ご不明な点がありましたら共済組合保健課
　(028-615-7816) までお問い合わせください。

※１

①診療を受けた年月
②１か月に入院または通院した日数
③医科、歯科、調剤など／入院、入院外（外来）の区分
④医療費総額
⑤共済組合の負担額
⑥国・県及び市町村からの医療費助成額

※１　�　当組合では、医療機関での自己負担額と、同一医療機関の処方せんにより病院外の調剤薬局で処方された薬剤の自
己負担額を合算して、家族療養費附加金等や高額療養費を支給しています。

　　　�　医療費通知書の記載例では、それぞれ自己負担額 25,000 円未満のため、単独では家族療養費附加金に該当しませ
んが、医科と調剤の自己負担額を合算することにより、家族療養費附加金 8,000 円が支給されます。

　　　　なお、医療費通知書には、合算により支給された家族療養費附加金等は按分して記載されます。

⑦医療機関の窓口で負担した額
⑧自己負担額から高額療養費及び基礎控除額を控除した額
　（千円未満不支給、百円未満切捨て）
　基礎控除額は 25,000 円　※２
⑨自己負担額から高額療養費の自己負担限度額を控除した額

　雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い地方公務員等共済組合法が改正されたことにより、平成 28 年８月
から当分の間、介護休業手当金の給付割合が次のとおり引き上げられました。

平成28年８月からの介護休業手当金の給付割合引き上げ及び

育児・介護休業手当金の給付上限相当額の変更について

平成 28 年７月まで 平成 28 年８月から

１日につき、標準報酬日額× 40 ／ 100 １日につき、標準報酬日額× 67 ／ 100

自己負担額
24,000 円＋ 9,000 円

　　基礎控除額 ※２

25,000 円
家族療養費附加金

8,000 円－ ＝

028 － 615 － 7816
上記記事に関する
お問い合わせは

保健課

※２　基礎控除額は、標準報酬月額が 530,000 円以上の方は 50,000 円となります。

　また、雇用保険法第 18 条第３項に規定する自動変更対象額が変更されたことに伴い、平成 28 年８月から育児休業
手当金及び介護休業手当金の給付上限相当額が次のとおり変更になりました。

平成 28 年７月まで 平成 28 年８月から

育児休業手当金（180 日に達するまでの期間） 12,982 円 12,927 円

育児休業手当金（180 日を超える期間） 9,688 円 9,647 円

介護休業手当金 7,750 円 12,927 円
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